
 

 

 昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日 までの間に生まれた男性を対象に実施する 風しんの抗体検査及び予防接種法第５条第 １項の規定に基づく

風しんの第５期の定期 接種の実施に向けた手引き (第４版) 2022 年２月 16 日改正 厚生労働省健康局より抜粋 


